
条項 改正前 改正後 施行時期

（組織）

第10条

◆まちづくり委員会は、15人以内をもって組織

◆委員は、学識経験者と市民

◆まちづくり委員会は、10人以内をもって組織

◆委員は、まちづくりに関して優れた識見を有する者と市民
公布の日から

（適用範囲）

第33条

◆法第４条第12項に規定する開発行為で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの

◆建築基準法第２条第13号に規定する建築で、次のいずれかに該当するもの

・　15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの

・　高さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）第２条第１項第６号に規定する建築

物の高さをいう。）が10メートルを超えるもの。ただし、一戸建ての住宅を除く。

・　階数が地上４階建て以上のもの。ただし、一戸建ての住宅を除く。

・　延べ面積（政令第２条第１項第４号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。）が500平方メートル以上のも

の。ただし、一戸建ての住宅を除く。

◆その他土地利用の変更、工作物の設置等で、環境に著しい影響を与えるおそれのあるものとして規則で定めるもの

◆法第４条第12項に規定する開発行為で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの

◆建築基準法第２条第13号に規定する建築で、次のいずれかに該当するもの

・15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの

・高さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）第２条第１項第６号に規定する建築物

の高さをいう。）が10メートルを超えるもの。ただし、一戸建ての住宅を除く。

・階数が地上４階建て以上のもの。ただし、一戸建ての住宅を除く。

・延べ面積（政令第２条第１項第４号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。）が500平方メートル以上のも

の。ただし、一戸建ての住宅を除く。

◆建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を伴うもの

◆その他土地利用の変更、工作物の設置等で、環境に著しい影響を与えるおそれのあるものとして規則で定めるもの

令和５年４月１日から

（開発等事業の廃止）

第46条の２
新規規定追加

◆事業を廃止しようとするときには、廃止届を提出し、近隣住民に周知をしなければならない

◆事業者が届出した日から２年を経過してもなお、自己の都合により協定を締結しない場合には、当該開発等事業を

廃止したものとみなす

公布の日から

（完了検査）

第48条第２項
新規規定追加

◆検査済証を交付するまでは、開発等事業により造成される土地、建築される建築物、設置される施設又は工作物の

使用を開始してはならない
令和５年４月１日から

（大規模開発等事業）

第56条第３項

◆地区整備計画が策定されており、かつ、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づく地区

内で行われる事業は、大規模開発等事業としない。

◆地区整備計画が策定されており、かつ、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づく地区

内で行われる事業については、協議の上、市長が認める場合は省略することができる
公布の日から

（大規模開発等事業構想の廃

止）

第65条の２

新規規定追加

◆大規模開発等事業構想を廃止しようとするときには、廃止届を提出し、近隣住民に周知をしなければならない

◆事業者が自己の都合により大規模開発等事業構想を提出した日から２年を経過してもなお、通知書を交付できない

場合には、当該大規模開発等事業を構想廃止したものとみなす

公布の日から

（小規模開発等事業）

第67条第１項

◆開発等事業に該当しない全ての共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの（他の用途の併用を含

む。）の建築。ただし、３戸以下の長屋を除く。

◆延べ面積が500平方メートル以上の一戸建て住宅

◆地区まちづくり計画策定地区内の開発等事業に該当しない全ての建築物の建築

◆開発等事業に該当しない全ての共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの（他の用途の併用を含

む。）の建築。ただし、３戸以下の長屋を除く。

◆延べ面積が500平方メートル以上の一戸建て住宅

◆地区まちづくり計画策定地区内の開発等事業に該当しない全ての建築物の建築

◆集合住宅以外の延べ面積300平方メートル以上500平方メートル未満の建築（併用住宅を含む。一戸建てを除

く。）

◆事業施行面積300平方メートル以上500平方メートル未満の宅地開発事業（主として住宅の供給を目的とする土地

の分割又は区画形質の変更）

令和５年４月１日から

（一団の土地において２以上

のまちづくり案件を行う場合

の特例）

第72条

◆次の各号のいずれにも該当する２以上の開発等事業、大規模開発等事業又は小規模開発等事業（以下「開発等事業

等」という。）は、同一の事業とみなす。ただし、市長が同一の事業とみなすことが適当でないと認めるときは、こ

の限りでない。

(１)　次のいずれかに該当する土地の全部又は一部において、同時に又は引き続き行う開発等事業等であって、全体

として一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の造成を行うことが見込まれるもの

ア　同一敷地等一体的利用がなされていた土地

イ　土地所有者が同一又は同一であった土地

ウ　隣接した土地において、同一の事業主又は規則で定める関連性が認められる事業主が行う開発等事業等

(２)　隣接した開発等事業等から３年以内に行われるもの

◆行おうとする事業が次に掲げる土地において、同時（事業中のものを含む。）又は規則で定める期間に引き続き行

うまちづくり案件であるときは、同一の事業とみなす。ただし、市長が同一の事業とみなすことが適当でないと認め

るときは、この限りでない。

(１)　同一敷地等一体的利用がなされていた土地

(２)　土地所有者が同一又は同一であった土地

(３)　同一の事業主又は規則で定める関連性が認められる事業主が行うまちづくり案件

令和５年４月１日から

（勧告）

第76条

◆第42条第１項の規定により締結した協定の内容に違反して開発等事業を行ったとき。

◆第43条の規定に違反して開発等事業に着手したとき。ただし、第78条第１号及び第２号に規定する場合を除く。

◆第56条第２項に規定する大規模開発等事業構想届出書を提出せずに大規模開発等事業に着手したとき。

◆第67条第２項に規定する小規模開発等事業届出書を提出せずに小規模開発等事業に着手したとき。

◆第42条第１項の規定により締結した協定の内容に違反して開発等事業を行ったとき。

◆第43条の規定に違反して開発等事業に着手したとき。ただし、第78条第１号及び第２号に規定する場合を除く。

◆第48条第２項の規定に違反して、開発等事業により造成される土地、建築される建築物、設置される施設又は工作

物の使用を開始したとき。

◆第56条第２項に規定する大規模開発等事業構想届出書を提出せずに大規模開発等事業に着手したとき。

◆第67条第２項に規定する小規模開発等事業届出書を提出せずに小規模開発等事業に着手したとき。

令和５年４月１日から

狛江市まちづくり条例を改正しました！ ～令和４年10月６日公布～


